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１.エネルギー政策 
 

① 日本のエネルギー・電源構成について 

Ｑ 原子力発電所が動いていなくても電気は足りているのではないでしょうか。 

Ａ: 電気が足りているように感じるかもしれませんが、すぐに使える資源に乏しい日本は電
気が足りなくなるリスクを抱えています。 

実際に、2021 年１月上旬、電力需給がひっ迫し、電気が足りなくなりました。これに
伴い、一時、最高価格 250 円/kWh を超える水準までスポット価格が高騰しました。
主な原因は、寒さによる電力需要の増加、ＬＮＧの在庫不足による供給減少となり、 
需給がひっ迫したことです。この需給ひっ迫時にも、稼働した原発は燃料制約に縛られ
ない貴重な電気の供給源としての役割を果たしました。 

すぐに使える資源に乏しい日本では、電力供給のおよそ７割を石炭・石油・天然ガス
（LNG）などの「化石燃料」による火力発電に依存しており、エネルギー自給率は OECD
諸国の中でも 38 か国中 37 位と、非常に低い水準です（2023 年度確報値:15.3％）。
こうした中、2022 年 2 月以降のロシアによるウクライナ侵攻等により、世界のエネル
ギー需給構造は、歴史的な転換点にあり、脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の両
立という課題を抱えています。 

実際に、エネルギー資源を輸入に頼る日本ではどうしても発電コストが大きくなりま
す。2024 年度の電気料金は 2010 年度と比べて家庭向けで約 53％、産業向けで約 83％
上昇しています。 

エネルギー政策を進めるにあたって、安全性(Safety)を大前提とし、エネルギーの安定
供給(Energy Security) を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency) によ
る低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図る、
S＋３E の大原則が重要ですが、すべての面で優れた発電方法はありません。 

当然、徹底した省エネの推進や再エネの導入拡大も図っていきますが、省エネには国民
生活の利便性や企業の経済活動との関係で限界があり、再エネについても、自然条件に
影響される供給の不安定性等の課題があります。なにかひとつのエネルギー源に頼る
のではなく、さまざまなエネルギー源をバランスよく使っていくことが重要です。 

このため、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、優れた安定供給性を
有し、また運転時に CO2 を排出しないことから、重要な電源のひとつとされている、
原子力発電についても、安全性の確保を大前提とした上で利用していくことは欠かす
ことができないと考えています。 
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日本の電源構成の推移 
 

＜電源構成＞ 

出典:総合エネルギー統計(2024 年度確報値)等を基に資源エネルギー庁作成 
 

 
主要国の一次エネルギー自給率比較 

 
出典:IEA World Energy Balances、総合エネルギー統計（2023 年度確報値）をもとに資源エネルギー庁作成 
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震災後の電気料金の推移 
 

 
 

出典:資源エネルギー庁作成 
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② 再生可能エネルギーについて 

Ｑ 再エネをもっと推進すべきではないでしょうか。 

Ａ: 再エネは重要な低炭素の国産エネルギー源であり、2025 年 2 月に閣議決定された「第
7 次エネルギー基本計画」において、再エネについては、主力電源化を徹底し、地域と
の共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促していくものと位置づけてい
ます。 

日本の再エネ電力比率は 2024 年度で 23.0％（速報値）であり、再エネ発電導入設備
容量は世界第 6 位で、そのうち太陽光発電導入容量は世界第 3 位です（2023 年度実
績）。2040 年度の電源構成に占める再生可能エネルギー比率 4 割～5 割程度という見
通しに向け、引き続き、導入拡大に取り組んでいきます。 

2012 年に FIT 制度（Feed-in Tariff）が導入されて以降、太陽光発電を中心に、再エ
ネの導入が拡大してきました。これに伴い、安全面や防災面、景観や環境への影響、将
来の設備廃棄等に対する地域の懸念の声などがあがっている例もあります。こうした
懸念の解消に向け、審議会等において制度的措置等について議論を行い、2023 年 5 月
に成立した「GX 脱炭素電源法」において、再エネ特措法を改正し、住民説明会の開催
などの事業内容の事前周知を FIT/FIP 認定要件化するなどの措置を講じることとしま
した。さらに、近年、FIT/FIP 制度の支援によらない太陽光発電事業も含め地域共生上
の懸念が生じている事例が見られることを踏まえ、関係省庁の連携の下、太陽光発電事
業に関する関係法令の総点検を行い、その結果を踏まえ、2025 年 12 月に関係閣僚会
議において「メガソーラー対策パッケージ」を取りまとめました。今後は同パッケージ
に基づき、不適切事案に対する法的規制の強化、地域の取組との連携強化、地域共生型
への支援の重点化等を進めます。こういった制度的措置等も通じ、引き続き事業規律の
強化に取り組んでいきます。 

また、再エネの発電量が大きい地域と電力を消費する地域との間が離れている日本で
は、再エネの大量導入と供給の安定性を強化する系統の整備が重要です。このため、電
力広域的運営推進機関において、2050 年カーボンニュートラルも見据えた広域連系系
統のマスタープランを 2023 年 3 月 29 日に策定・公表しました。それを踏まえて、北
海道と本州を結ぶ海底直流送電等の整備の検討を進めています。 

さらに、「発電量が天候や風力に左右されてしまい、発電量の予想が難しい」という再
エネの特徴に対して、南北に⾧い形状の島国でどのように向き合うかという課題があ
ります。国と国が陸続きである欧州では、再エネの発電量が天候に左右されたとしても、
隣の国と送電線で融通しあうことができます。電力が不足した場合には隣の国から余
った電気をもらい、発電しすぎた場合には隣の国に電気を送れば良いのです。しかし、
島国である日本では、この方法をとることができないため、世界有数の地熱資源を活用
し、天候に左右されず安定的な電力供給を可能とする地熱発電の導入拡大や、再エネ由
来の電気の出力を補い、バランスを調整する火力発電などの電源の確保や、蓄電池など
でエネルギーを蓄積する手段の確保が必要です。加えて、再エネの導入拡大に伴って、
再エネを電力系統に円滑につなぐことができないという問題が生じました。このため、
「日本版コネクト＆マネージ」の取り組みの一つとして、系統の混雑時には出力制御を
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受けるといった一定の条件の下で、新たな電源の系統への接続を認める仕組みである
「ノンファーム型接続」を、2021 年１月から空き容量のない基幹系統（上位２電圧の
系統）において受付を開始し、ローカル系統（基幹系統以外かつ配電系統として扱われ
てない系統）についても 2023 年４月から受付を開始しました。 

今後も、再エネの技術自給率を向上させ、より強靭なエネルギー供給構造を実現してい
くため、次世代型太陽電池や、浮体式洋上風力、次世代型地熱等における技術の開発・
実装を進め、再エネ導入に向けたイノベーションを加速させていきます。 
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主要国の電源構成比率 

 
出典:IEA データベース(2023 年分、令和 7 年 11 月 26 日時点で得られたデータ）、 
2023 年度エネルギー需給実績(速報)、各国の公表資料等より資源エネルギー庁作成 

 
 
 

マスタープランの仕組み 
 

出典:広域系統⾧期方針（広域連系系統のマスタープラン）（電力広域的運営推進機関 2023 年 3 月 29 日策定）のうち
ベースシナリオより作成 
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調整力の必要性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
出典:資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ 

「くわしく知りたい!4 年後の未来の電力を取引する「容量市場」」（2021 年 6 月） 
 
 
 

日本版コネクト＆マネージの概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典:電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ（第 46 回） 
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③ 原子力発電の利用について 

Ｑ そもそも原子力発電を利用しはじめたことが間違いだったのではないでしょうか。 

Ａ:1951 年に米国が世界初の原子力による発電を成功させて以来、世界ではエネルギー源
としての原子力に注目が集まり、日本でも、1955 年、原子力基本法が成立しました。 

1966 年には、日本で初めてとなる商業用原発として、茨城県の東海発電所が運転を開
始しました。その後、1970 年には福井県にある敦賀発電所と美浜発電所で、現在の主
流となる「軽水炉」の運転が開始されます。高度成⾧期にあった日本では、未来を担う
さまざまな先端技術への期待が高まっていました。こうした世の中の流れの中で、「原
子力は発電に利用することのできるエネルギーである」という認識が、日本にも広まっ
ていきました。 

そうした中、1973 年には第一次オイルショックが、1978 年には第二次オイルショッ
クが起こりました。日本でもオイルショックによる国民生活や経済における混乱は大
きく、世界各国と同様に、「エネルギーの安定供給」が重要な課題として認識され、さ
まざまな政策が実施されました。 

1973 年のＩＥＡ(国際エネルギー機関)の閣僚コミュニケにおいて採択された「石炭に
関する行動原則」において、ベースロード用の石油火力の新設、リプレースの禁止が定
められるなど、国内で増え続ける電力需要を支えるためには、当時、電力供給の８割近
くを担っていた石油火力に替わる電源を探す必要がありました。その中で、石炭火力・
ＬＮＧ（液化天然ガス）火力とともに、原子力発電の導入が進みました。 

このように、原子力発電の導入が進んだ背景には、当時の政策の後押しによるものもあ
りましたが、ここにいたるまでの間に、原子力発電に対する理解が日本社会の中で進ん
でいたこと、また電力需要が増大する中でのエネルギー供給の安定化という社会の強
い要請もありました。 

石油危機を経験した日本としては、石油に偏ったエネルギー構造を改め、エネルギー源
の多様化が必要という状況の下で、従来の石油に加え、石炭、ＬＮＧと共に、原子力が、
エネルギーミックスの一翼を担うことになったのです。 

このような経緯から、原子力発電が、50 年以上にわたって、日本の経済と国民の生活
を支えてきた重要な電源であることを、否定することは難しいと考えています。 
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一次エネルギー供給量の推移と需給構造の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典:日本エネルギー経済研究所資料より資源エネルギー庁作成 
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④ 原子力発電のコストについて 

Ｑ 
原子力発電所事故の処理や、「核のゴミ」の問題など、原子力はコストがかさむと思
います。本当に「安い」と言えるのでしょうか。 

Ａ: 原子力発電には、発電所の建設費用以外にも、万が一の事故にそなえる費用、最終処分
費用、安全対策費用、廃炉に必要な費用など、さまざまなコストがかかることは事実で
す。 

2024 年度に行った発電コスト検証では、現時点で合理的に見通すことができるそうし
たさまざまなコストをすべて盛り込んだ上で、2040 年に原子力発電所を新たに建設・
運転した際の発電コスト（モデルプラント方式の発電コスト）は、kWh 当たり 12.5 円
以上という試算になりました。なお、他の電源については、例えば、太陽光発電（事業
用）は kWh 当たり 6.9～8.8 円、洋上風力発電（着床）は kWh 当たり 13.5～14.3 円、
LNG（専焼）は kWh 当たり 16.0～21.0 円という試算になり、原子力は他電源と遜色
ないコスト水準となりました。 

なお、このモデルプラント方式の発電コストには含まれていませんが、現実の運用では、
例えば、太陽光のような「自然変動電源」が大量導入されると、LNG 火力による調整
や、揚水・蓄電池の活用などに要する「電力システムに統合するためのコスト」が発生
することも考慮する必要があります。 

また、「事故の処理費用が今の予測よりも増えれば、原子力発電のコストも変わるので
はないか?」などの指摘もあります。 

2024 年度に行った発電コスト検証では、そのような場合も想定し、「廃炉」「賠償」と
いった事故処理費用などのコストが増えると原子力の発電コストはどのように変わる
かという分析も行いました。具体的には、仮に東京電力福島第一原子力発電所の事故廃
炉・賠償費用等が 1 兆円増加した場合、原子力発電所の発電コストへの影響は、kWh
当たり 0.004～0.01 円の増加という結果になりました。 
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原子力発電の発電コスト（モデルプラント方式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典:総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ 資料１（2025 年 2 月 6 日） 

 
 
 

2040 年の電源別発電コスト試算の結果概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典:総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ 資料１（2025 年 2 月 6 日） 
 

※図原子力発電の発電コスト（モデルプラント方式）における「追加的安全対策費」は、図 2040 年の電源別発電コ

スト試算の結果概要における「資本費」と「運転維持費」に含まれている。 
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2040 年の統合コストの一部を考慮した発電コスト試算の結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ 資料１（2025 年２月６日） 
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⑤ 核燃料サイクルについて 

Ｑ 
再処理工場は稼働しておらず、高速炉開発も進まず、核燃料サイクルは破綻している
のではないでしょうか。 

Ａ: 使用済燃料を再処理し、MOX 燃料として再利用する核燃料サイクル（軽水炉サイクル）
は、①高レベル放射性廃棄物の体積を減らす、②有害度の低減にかかる時間を短縮する、
③資源の有効利用となるなどのメリットがあります。 

核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場と MOX 燃料工場の竣工は、必ず成し遂
げるべき重要課題であり、同工場の竣工に向け、審査対応の進捗管理や必要な人材確保
などについて、官民一体で責任をもって取り組んでいるところです。このように、直面
する課題を一つ一つ解決し、核燃料サイクルの確立に総力を挙げて取り組んでいきま
す。 

また、高速炉は高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や資源の有効利用等に資す
る核燃料サイクルの効果をより高めることが期待されています。アメリカやフランス
ではスタートアップ企業により 2030 年前後での初号機の運転開始を目指したプロジ
ェクトが進むなど、世界で高速炉開発の動きが活発になっています。 

我が国においても、これまで常陽やもんじゅで培ってきた世界でも注目される研究開
発成果や基盤を活かして、JAEA、電力会社、三菱重工業はじめメーカー各社の力を結
集して、実用化の一段階前の実証炉開発を 2023 年から開始し、2040 年半ばの実証炉
運転開始に向けて取り組んでいます。 
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核燃料サイクルのメリット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典:資源エネルギー庁「核燃料サイクルの実効性向上に向けた今後の取組について」 

（第 2 回 核燃料サイクルの実効性向上に向けた枠組み検討ワーキンググループ 資料３） 

 

 

 

 

核燃料サイクルの確立に向けた取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁作成 
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⑥ 使用済燃料の貯蔵対策について 

Ｑ 使用済燃料の貯蔵対策を強化する必要があるのではないでしょうか。 

Ａ: 安定的かつ継続的に原子力発電を利用する上で、使用済燃料について、再処理するまで
の間、貯蔵する能力の拡大が重要です。こうした取組は、管理や輸送などの使用済燃料
対策柔軟性を高め、中⾧期的なエネルギー安全保障に資するものです。 
 

現在、事業者において、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設などの建設・活用が進んでいます。
例えば、2024 年 11 月に、日本初の中間貯蔵施設として、リサイクル燃料貯蔵株式会
社のリサイクル燃料備蓄センター（むつ中間貯蔵施設）が事業を開始しました。また、
2025 年 7 月には、四国電力の伊方発電所で、乾式貯蔵施設の運用を開始しました。こ
のように、使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組が進展しています。 

 

国も使用済燃料対策について、事業者とともに前面に立ち、立地自治体の意向も踏まえ
ながら、原子力政策に関する理解の促進に主体的に取り組んでいきます。 
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使用済燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「核燃料サイクルの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「核燃料サイクルの実効性向上に向けた今後の取組について」 
（第 2 回 核燃料サイクルの実効性向上に向けた枠組み検討ワーキンググループ 資料３） 
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⑦ 廃炉に伴う放射性廃棄物の処分について 

Ｑ 
各地で原子力発電所の廃止措置が進もうとしていますが、原子力発電所を解体する
ことでも放射性廃棄物は発生するのではないでしょうか。また、それらの処分はどう
するのでしょうか。 

Ａ:原子力発電所の廃炉に伴い発生する廃棄物は様々な放射能レベルを有するので、放射
能レベルに応じて取り扱います。大部分は、「放射性廃棄物でない廃棄物」や、「放射
性物質が少なく、放射性廃棄物として扱う必要のないもの（クリアランス物）」であ
り、これらは一般の廃棄物として再利用または処分されます。 

一方で、放射性廃棄物として扱う廃棄物は約２％程度発生しますが、これらは低レベ
ル放射性廃棄物に区分され、放射能レベルに応じて処分方法が決まっています。 

具体的には、低レベル放射性廃棄物の 82％程度を占める放射能レベルが極めて低い 
解体コンクリート・金属などの廃棄物（L３廃棄物）は、人工構造物を設けない浅い    
地中に埋設します（トレンチ処分）。 

また、16％程度を占める放射能レベルが比較的低い廃液・フィルター・消耗品などの
廃棄物（L２廃棄物）は、コンクリートピットを設けた浅い地中に埋設します（ピッ
ト処分）。 

さらに、２％程度を占める放射能レベルが比較的高い制御棒などの廃棄物（L１廃棄
物）は、一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度（地下 70ｍ以深）に埋設
します（中深度処分）。 

廃炉に伴う放射性廃棄物については、発生者責任の原則の下、事業者が処分場所の確
保などにしっかり取り組むことが必要不可欠です。国としても、事業者がその責任を
果たせるよう、必要な規制制度を整えるとともに、処分の円滑な実現に向け、研究開
発を推進するなど、安全確保のための取り組みを進めていきます。 

一部、物理的に大きい、又は形状が複雑であるために、解体や除染等の処理ができず
に、発電所から取り出したそのままの形で発電所構内に保管している金属物（以下、
「大型金属」）があります。国内に専用の処理設備のない大型金属のうち、有用資源
としてリサイクルが可能なものについては、豊富な実績や技術を有する海外事業者へ
の委託処理を可能とする制度の運用見直しを行いました。 
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原子力発電所の廃止措置に伴い発生する廃棄物の量と種類 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「原子力発電所の解体（一般廃炉）の現状と課題について」を更新 

（第 20 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料４） 

 
 
 
大型金属の例 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「着実な廃止措置に向けた取組核燃料サイクルの確立に向けた取組」 

 （第 22 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料 8） 

 
 

  



19 
 

トレンチ処分の実施例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁ホームページ 
 

※ 日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）の動力試験炉（ＪＰＤＲ）の解体に伴い発
生した放射能レベルが極めて低い廃棄物について、1986 年より、同研究所敷地内
で試験的に埋設を実施。 

 
 
 
ピット処分の実施例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁ホームページ 
 

※ 原子力発電所の運転に伴い発生した放射能レベルが比較的低い廃棄物について、
1992 年より、青森県六ヶ所村にある日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設
センターで埋設を開始。 
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⑧ 総量管理の方法について 

Ｑ 
まず原子力発電所を止めて、これ以上放射性廃棄物が増えないようにしてから最終
処分の議論をすべきではないでしょうか。日本学術会議も「総量管理」すべきと提言
したのではないでしょうか。 

Ａ: 徹底した省エネの推進や再エネの導入拡大も図っていきますが、省エネには国民生活の
利便性や企業の経済活動との関係で自ら限界があり、再エネについても、気象条件に影
響される供給の不安定性などの課題があります。すぐに使える資源に乏しい日本にお
いて、国民生活や産業活動を守るという責任あるエネルギー政策を実現するために、な
にかひとつのエネルギーに頼るのではなく、さまざまなエネルギーをバランスよく使
っていくことにしています。こうした中で、原子力発電についても、安全性の確保を大
前提に利用するという結論に至りました。 

過去 50 年以上にわたって原子力発電を利用してきた結果、既に相当量の使用済燃料が
発生している以上、将来の原子力の姿がどのようなものになるにせよ、最終処分の問題
については、原子力発電の恩恵を受けてきたわたしたちの世代が真正面から向き合い
解決に向けて取り組んでいくべき重要な課題です。 

なお、日本学術会議が提言した「総量管理」には、①将来の廃棄物発生量に上限を設定
するという方法（すなわち将来的な脱原子力）と、②発電単位当たりの廃棄物の発生量
をできるだけ抑制するという方法があり、どちらを選択するにせよ、国民的に議論して
いくべきだというのが提言内容です。必ずしも廃棄物発生量の上限管理とすべき、とい
う提言内容でありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

日本学術会議高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 
「提言 高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言－国民的合意形成に向けた 

暫定保管」（平成 27 年（2015 年）4 月 24 日）（抜粋） 
 
総量管理とは、高レベル放射性廃棄物の総量に関心を向け、それを望ましい水準に保つ
ことであるが、その方法としては、「総量の上限の確定」と「総量の増分の抑制」とがあ
る。 
「総量の上限の確定」とは、総量に上限を設定することであり、社会が脱原子力発電を
選択する場合には、その脱原子力発電のテンポに応じて上限が定まってくる。 
「総量の増分の抑制」とは、総量の増加を厳格に抑制することであり、単位発電量あた
りの廃棄物の分量を可能な限り少ない量に抑えこむことである。 
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２.地層処分の概要 

 
① 地層処分以外の処分方法について 

Ｑ 地層処分以外にも安全な処分方法が考えられるのではないでしょうか。 

Ａ:高レベル放射性廃棄物を、人の管理によらず、最終的に処分する方法については、     
地層処分以外にも、さまざまな方法が国際機関や世界各国で検討されてきました。 

原子力発電が各国で利用されはじめた当初、1950 年代から 1960 年代にかけては、 
海洋投棄が検討されていました。しかし、海洋の汚染を防止するための国際条約（ロン
ドン条約, 1972）が制定され、放射性廃棄物を海洋に投棄する方法は棄却されました。 

また、地球上における閉鎖的な環境への処分方法として、南極の氷の下に処分する氷床
処分といった方法も検討されました。しかし、南極条約(1960)によって禁止されまし
た。 

宇宙空間に向けて放射性廃棄物をロケットで打ち上げる宇宙処分は、地球上での処分
方法と比較して、成功した場合、人間社会からの隔離という面で大きな利点があります。
一方で、ロケットの発射信頼度や、宇宙に打ち上げるためのコスト、必要なエネルギー
効率の観点などから、実用的ではないとの報告がなされています（NASA, 1978）。 

なお、これら以外の方法としては、地下数 1000m を超えるボーリング孔を掘り、その
中に放射性廃棄物を投棄する超深孔処分について、米国で研究が続けられています。超
深孔処分については、投棄できる廃棄物の量が少ないこと、ボーリング孔を密閉する技
術開発、深地層における地熱の問題などが指摘されており、米国においても軍事起源の
一部の高レベル放射性廃棄物を対象とした実証実験にとどまり、商業炉由来の放射性
廃棄物については、地層処分が選択されています。 

 
 
地層処分以外の方法の処分方法に対する評価 
 

処分方法 概要 評価 

宇宙処分 ロケットで宇宙空間へ処分 ･ロケット発射の信頼性の問題 

海洋投棄 海上から海洋中に投棄し、海
洋底の堆積物の中に処分 

･ロンドン条約により禁止 

氷床処分 南極大陸などの氷床に処分 ･南極への処分は南極条約により禁止 

超深孔処分 数キロ深度のボーリング孔に
埋設処分 

･定置プロセスがコントロールできない(SKB 2011) 
･人工バリアによる防護が期待できない(SKB 2011) 

 ※ＳＫＢ:スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社 
  



22 
 

② 地層処分概念の成立について 

Ｑ 原子力発電の利用を開始する前から、廃棄物の問題を考えておくべきだったのでは
ないでしょうか。 

Ａ:原子力発電に伴い発生する放射性廃棄物の最終処分の方法については、原子力発電の利
用が始まる 1966 年よりも前から検討が開始されました。当時は海洋に投棄すること
が世界的に考えられており、日本も 1962 年に最終処分方式として深海投棄が検討さ
れました。その後、海洋に廃棄物を投棄するのは適切でないとの考え方により、地下に
埋めることが検討され、1976 年から研究開発が進められてきました。  

1999 年に核燃料サイクル開発機構（現在の日本原子力研究開発機構）から、専門家や
研究機関による 20 年以上の調査研究を踏まえた報告書「わが国における高レベル放射
性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処分 研究開発第 2 次取りまとめ－」が公表さ
れ、日本においても地層処分を事業化の段階に進めるための信頼性ある技術基盤が整
備されたことが示されました。 

原子力発電を開始した当初から処分方法は考えられており、その実現に向け、       
しっかり対応してまいりました。処分方法は検討できています。処分場所の候補地を決
めるために、まずは国民の皆さまに御理解をいただくため、2015 年に基本方針を改定
し、さらに、2023 年 4 月にも基本方針を改定し、処分地選定プロセスのうち、最初の
調査である文献調査の実施地域の拡大を目指し、取り組みを一段と強化しています。 

 ＜第 2 次取りまとめで示された内容＞ 
① 安全な地層処分に必要な条件を満たす地質環境が日本に広く存在し、特定の地質

環境がそのような条件を備えているか否かを評価する技術 
② 幅広い地質環境条件に対して人工バリアや処分施設を適切に設計・施工する技術 
③ ⾧期にわたる安全性を予測的に評価する技術とそれを用いた安全性を確認 

 
 
  

 
日本における処分方法の検討経緯 
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③ 直接処分について 

Ｑ 使用済燃料を再処理せずに、直接処分する方が簡単なのではないでしょうか。 

Ａ: 使用済燃料を再処理せずに直接処分する場合、再処理した場合のガラス固化体と比べて、 
①ウラン・プルトニウムが多量に存在するために、核分裂が継続的に起きる（臨界）可

能性がある 
②廃棄体の発熱量・放射線量が大きく、寸法も大きく重い 
③必要となる処分場の面積が大きくなる 
という違いがあります。 

このため、ウランやプルトニウムが含まれている使用済燃料が臨界を起こさないよう
にする対策や、ガラス固化体に比べて発熱量が大きい廃棄体を封入する容器の対策な
どについて検討するとともに、日本の地質環境条件等での使用済燃料の直接処分の技
術的信頼性について評価する必要があります。 

幅広い選択肢を確保する観点から、直接処分についても調査研究を進めていますが、資
源の有効利用及び廃棄物の量を減らす、有害度を低減するといった観点から、「核燃料
サイクル」を推進することを基本方針としており、直接処分への移行は想定していませ
ん。 

 
 
 
使用済燃料とガラス固化体との違い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「原子力政策の課題」平成 24 年 11 月 基本問題委員会 資料 
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④ 最終処分と⾧期地上保管について 

Ｑ 目の届かないところへ処分するよりも、地上で貯蔵管理し続けた方が安心ではない
でしょうか。 

Ａ: 高レベル放射性廃棄物の放射能は、時間の経過とともに減少しながらも、⾧く残存しま
す。地上施設で貯蔵管理する方式の場合、それが人間の生活環境に影響を及ぼさなくな
るまで、数万年といった⾧期にわたり地上施設を維持・管理していく必要があり、その
間には施設の修復や建て替えも必要となります。さらに地震、津波、台風等の自然現象
による影響や、戦争、テロ、火災等といった人間の行為の影響を受けるリスクがありま
す。 

⾧期にわたり、このようなリスクを念頭に管理を継続する必要のある地上施設を残す
ことは、将来の世代に負担を負わせ続けることとなり、世代間責任の観点からも適切で
はありません。国際協力機関である経済協力開発機構／原子力機関（OECD/NEA）に
おいても、「廃棄物発生者は、将来世代に過度の負担を課さないよう、これらの物質に
責任を持つとともに、そのための方策を準備すべき」「廃棄物管理の方策は、不明確な
将来に対して安定した社会構造や技術の進展を前提としてはならず、能動的な制度的
管理に依存しない受動的に安全な状態を残すことを目指すべき」との観点から、⾧期に
わたる人の管理を必要としない最終的な処分を行うべきであるというのが国際的にも
共通した認識です。 
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⑤ 暫定保管について 

Ｑ 暫く地上に保管して新たな技術開発を待った方が良いのではないでしょうか。 

Ａ: 原子力発電を利用してきた現世代の責任として、現時点で最善と考えられる地層処分を
前提に最終処分の実現を目指すべきであるというのが、国際的な共通認識です。他の技
術が地層処分に替わるとの見通しは、どの国でも得られていません。 

一方で、今の我々の見通しを超えた技術進展が起きる可能性も否定はできません。  
地層処分の実現を着実に目指しつつ、できるだけ回収可能性を確保し、将来世代に  
選択の余地を残すことも、基本方針（平成 27 年 5 月 22 日閣議決定）に盛り込まれま
した。地層処分を行うという選択肢を確固たるものとしつつ、それ以外の選択肢もでき
るだけ残す、ということを目指しています。 

なお、日本学術会議が過去に出した報告書※の中で「暫定保管」という概念が示されて
いますが、その内容は、処分方法としては地層処分を前提とし、原則 50 年暫定保管す
るという内容です。地上保管をいつまでも続けるべき、というものではありません。時
間軸としては、約 30 年で地層処分のための合意形成と処分地選定を行い、その後 20
年以内を目途に処分場を建設する、ということが示されています。 

※ 日本学術会議高レベル放射性廃棄物の処分に関するフォローアップ検討委員会 
「提言 高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策提言－国民的合意形成に向けた 
暫定保管」（平成 27 年（2015 年）4 月 24 日） 

国の基本方針においても、ガラス固化体の製造後「30 年から 50 年間程度貯蔵」する
こととしており、日本学術会議の提言にある暫定保管期間（50 年）とおおむね同じ期
間です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「核燃料サイクル・最終処分に向けた取組について」 

（第 16 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料３） 
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３.リスクと安全対策 

 
① 超⾧期の対応について 

Ｑ 万年単位の話ですが、リスク対応・安全責任はどのように考えているのでしょうか。 

Ａ: 埋設後の万年単位のリスク対応については、以下のような手順で対応します。 
（１） リスク要因の抽出 

埋設後の⾧期の安全性に影響を与えるかもしれない現象など（リスク要因）を網羅
的に抽出します。なお、万年単位の将来については、数十万年以上まで遡って過去の
状況やその変遷を詳細に把握し、それを踏まえて想定します。 
＜埋設後、数万年以上の⾧期間に渡って考慮すべきリスク要因＞ 

①マグマの処分場への貫入 ②著しい隆起・侵食速度  ③鉱物資源の存在 
④高い地温、熱水や酸性の地下水の流入  ⑤断層のずれ  ⑥好ましくない地質環境の特性 

（２） 立地や設計による対応 
 上記のリスク要因について著しい影響が想定される範囲を回避します。また⑥につ
いては、地下施設の配置や人工バリアの仕様などによる対応も検討します。 

（３） 安全性の確認 
立地による対応や設計による対応の結果、安全が確保できるかどうかを確認します。

数万年以上という非常に⾧期間と、不均質で大きな広がりをもつ岩盤を対象とするこ
とから、実験などによって安全性を直接確認することができません。そこで、以下の
ような手順で安全性を確認します。これは国際的に共通した考え方です。 
(ア) リスク要因の抽出と検討ケースの設定 

例えば、⑥好ましくない地質環境の特性（リスク要因）により、放射性物質が地
表まで移動することにより、人間の生活環境に与える影響（リスク）をさまざまな
要因を考慮して評価するケースなどを設定します。 

(イ) 解析による評価 
場所の特徴と処分場の設計結果を考慮し、解析モデルと解析に必要なパラメータ

を設定して、人間の生活環境への影響を算出します。 
 

このような解析により、安全性に及ぼす影響が大きい項目を抽出し、地下施設の配置
などの設計に反映します。そのようなプロセスを経た結果を安全基準と比較すること
で、安全性を確認します。この手順を繰り返すことで、リスクをできる限り小さくして
いきます。このような検討の結果、安全基準を満たさなければ、その場所は地層処分に
不適と判断します。 

その上で、処分事業における一義的責任は事業実施主体であるＮＵＭＯが負います。
安全規制への適合・遵守にとどまることなく、安全性の向上に向けて不断に取り組む責
務を有するとともに、万が一事故が起きた場合の防護措置などについても国や地方公
共団体と連携しながら対策を講じます。 

また、ＮＵＭＯは、原子力損害賠償制度に基づく賠償責任を負います。ＮＵＭＯが対
応困難となった場合や、ＮＵＭＯが解散した後については、国が必要な措置を講じます。 
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リスク要因 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リスク対応・安全責任・防災の考え方 

 
 
 
 

  

 埋設後、数万年以上の⾧期間にわたって考慮すべきリスク要因 



28 
 

② ガラス固化体の放射能について 

 Ｑ ガラス固化体から人が近寄れないほど強い放射線が出ると言われますが、どの程度
危険なのでしょうか。 

Ａ: ガラス固化体から出る放射線は、金属やコンクリートなどで遮へいすることで影響を小
さくすることが可能です。製造直後は、実際にはありえませんが、仮に真横に人間が立
てば 20 秒弱で人の生命に影響が及ぶほどの高い線量が出ますが、厚さ約 1.5m のコン
クリートで遮へいするだけで、その外に人間が立ち入ることも可能なレベルまで線量
が下がります。現在も、青森県六ヶ所村では、厚さ約 2m のコンクリートで遮へいする
ことで、ガラス固化体を安全に貯蔵しています（次ページ）。 
 
また、時間とともに放射能は小さくなり、放射線量も下がります。製造後 50 年もたて
ば、ガラス固化体を約 20cm 厚の金属製のオーバーパックに封入した場合の外側の   
表面線量は、約 2.7mSv/時まで低くなります。 
 
その後もガラス固化体から出る放射線量は下がり続けます。1000 年後のオーバーパッ
クの外側では、約 0.15mSv/時にまで下がります。 
 
ガラス固化体について注意すべきことは、万年単位の⾧い年月を通じて、残った放射性
物質が地下水によって地表近くまで運ばれることにより、遠い将来の人間に大きな影
響を与えないかどうかです。そうしたことのないよう、立地や設計によって対策を講じ、
それによって影響が十分小さくなることを確認します。 
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高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター（青森県六ヶ所村）の貯蔵ピット 

[写真提供]日本原燃（株） 
 
 
 
 
 
 
ガラス固化体（高レベル放射性廃棄物）からの放射線量 
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③ 岩種・地層の要件について 

Ｑ どんな岩種・地層でも処分できるのでしょうか。 

Ａ: 安全な地層処分が可能かどうかは、個別地点ごとに処分地選定調査の中で評価するこ
ととなります。岩石の種類だけで優劣をつけることはできません。 

地層処分では、埋設箇所の地質環境が、例えば酸素が少なく地下水の流れが緩慢とい
ったように、放射性物質を閉じ込める働きや、人工バリアが性能を発揮する上で好ま
しい特性を持つ必要があります。また、それらの好ましい地質環境特性については、
⾧期的な安定性も必要です。 

こうした条件を満足していれば、基本的に岩石の種類によらず安全な地層処分は可能
だと過去の研究成果から考えられています。 

ちなみに、日本の地下深部は、結晶質岩と堆積岩からできています。結晶質岩は比較
的硬く、地下水は岩石中の割れ目の中を流れますが、一方、堆積岩は比較的軟らか
く、地下水は岩石中の鉱物粒子の隙間を流れます。 

地下深くのこれら２種類の地層を対象として、国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構（ＪＡＥＡ）が、放射性廃棄物を持ち込まないこと、研究終了後は地下施設を埋
め戻すこと、研究実施区域を最終処分場や中間貯蔵施設としないこと等を定めた協定
の遵守を前提として、北海道幌延町と岐阜県瑞浪市の２箇所でさまざまな研究を実施
してきました。北海道幌延町にある幌延深地層研究センターでは、2023 年９月から
新たに深度 500m に向けた掘削を開始し、2026 年 1 月に深度 500m の地下研究施
設の整備が完了しました。岐阜県瑞浪市にある瑞浪超深地層研究所は 2020 年 3 月に
研究開発を終了し、2022 年 1 月には施設の埋め戻しを完了しました。 

 

深地層の研究施設の特徴 

 

出典:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構作成 
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④ 地下研究施設の地下水について 

Ｑ 地下研究施設では、たくさんの地下水が確認されていますが大丈夫なのでしょうか。 

Ａ: 地下研究施設では、多量の湧水が確認された際の対処方法についても研究がすすめられ
ています。本来、地下深部では、岩盤自体が水を通しにくく、また水を流そうとする力
（圧力差）も小さいことから、地下水は最大でも数㎜／年程度しか動きません。 

一方で、掘削した場合、トンネルの表面は大気圧であるのに対し、岩盤内には深度数
100m 分の水圧がかかるため、大きな圧力差が生じます。その結果、岩盤中のすき間か
らトンネル内に地下水が流入しやすくなります。 

地層処分場の場合も、地下施設の建設中や廃棄物の埋設作業中では同じように地下の
坑道内と岩盤に圧力差が生じるため、地下水が流入しやすくなります。このため、    
排水設備を設置するとともに、調査により湧水量が多いと想定される箇所については、
一般のトンネル建設でも採用されているグラウチング等の湧水抑制対策を施すことを
考えています。 

地層処分場は最終的には地下坑道を完全に埋め戻し、岩盤と埋め尽くされた坑道の  
圧力差はほとんどなくなるため、再び地下水の流れは建設前のように、非常にゆっくり
とした状態に戻ります。 
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⑤ プレートテクトニクスの影響について 

Ｑ ヨーロッパなどで地層処分が成立したとしても、4 つのプレートが重なる日本では
難しいのではないでしょうか。 

Ａ: 確かに、日本列島は 4 つのプレートがぶつかる場所に位置しており、プレートがもぐ
り込む場所やその周辺では地震が頻発するなど、活発な火山活動が見られます。しかし、
日本も国土全体が地層処分に適さないということではありません。 

日本周辺のプレートの動きについては、その方向や速さ（数 cm/年）は数 100 万年前
からほとんど変化が無く、こうしたプレートの動きに関係する活断層や火山活動など
の傾向は今後も 10 万年程度はほとんど変化しないと考えられています。 

処分場は地下数 100ｍの深さでプレートの表面に近いところに位置します。また、処
分場の広さは 3km 四方程度であり、大陸の大きさに匹敵するプレートの広さに比べれ
ば非常に小さいです。したがって、断層活動や火山活動が起きる地域を避けて処分場を
設置すれば、その構造や形状は⾧期にわたって安定して維持されます。 

1970 年代から⾧きにわたり研究が行われた結果、活断層や火山活動などの著しい影響
を受けにくい⾧期にわたり安定した地下環境は、ヨーロッパと同様に、日本でも地域を
特定することにより広く存在すると考えられるとの評価が得られています。 

また、ヨーロッパにおいても、北欧では氷河期に形成される氷床の成⾧・後退に伴う岩
盤にかかる荷重の変化により、断層の活動や地盤の比較的速い速度の隆起沈降※が生じ
ます。このように地域によって特徴があるため、ヨーロッパにおいても、日本と同様、
段階的な調査を経て処分地が選定されます。 

※ スウェーデンの処分予定地であるフォルスマルクは約 1 万 1000 年前の海底下 150m から約
2500 年前に陸地になった。 

出典:資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2021 年版」 
 

 
 
 
 

200 万年前～現在までの日本列島 
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⑥ 地震の影響について 

Ｑ 日本全国、地震が発生していると思います。地震の影響を受けないのでしょうか。 

Ａ: 地震調査研究推進本部が 2021 年 3 月に公表した「全国地震動予測地図 2020 年版」
では、全国各地における地震の発生確率や揺れの程度を示しています。 

この地図からもわかる通り、日本では多少の差があるものの、地震の揺れから逃れられ
る地域はありません。そのため、処分場を設計していく上では、地震の影響も考慮しま
す。 

具体的には、廃棄体や処分施設が受ける地震の影響について、個別地点における詳細な
処分地選定調査の中で、過去の地震の履歴などを綿密に調査・評価するとともに、起こ
りうる最大の地震動を想定し、工学的対策によって構造や機能の健全性が確保される
かどうか等を検討していくことになります。 

また、常に地下は地層の重さ分の強い圧力がかかっています。東日本大震災級の揺れが
発生したと仮定しても、そこで発生する力（1 ㎡あたり約 150t の力）は、地下 500m
のトンネルに元からかかる地層の重さ分の圧力の約 1/20 以下であるとされています。 

これにより、廃棄体の埋設後の地震の揺れによる影響は、一般論として、地下での揺れ
が地表付近と比較して小さくなる（1/3 から 1/5 程度）ことや、廃棄体と岩盤が一緒
に揺れることから、地下深部の処分施設に地上と同程度の大きな影響が及ぶことは考
えにくいです。 
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全国地震動予測地図 2020 年版（確率論的地震動予測地図） 
（2021 年 3 月地震調査研究推進本部公表） 

今後 30 年間にその値以上の揺れに見舞われる確率が３％となる震度/期間と確率を固定し
て震度を示した地図の例（左）、今後 30 年間に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率   
／期間と揺れの強さを固定して確率を示した地図の例（右） 
 
 
 
地震の影響について 
 
● 地震時の地下深部の揺れは、過去の観測データの平均的な傾向では地表に比べて 1/3 か

ら 1/5 程度に小さいことがわかっています。 
● また、廃棄体と岩盤が一緒に揺れることから、地下深部の処分施設に地上と同程度の大

きな影響が及ぶことは考えにくいです。 
● 具体的な対象地点が決まれば、その地下環境を詳しく調べ、どのような影響が及ぶかを

評価し、必要な設計上の対策を講じていきます。 
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地震により地下深部の廃棄体が揺れた場合を模擬した実験 
 
● 地下に埋設された廃棄物は、地震が起きても岩盤と一緒に動き、岩盤から大きな圧を受

けません。 
● これは、地震（岩盤の動き）を模擬した振動台の上の容器の動きに合わせて、一定の膨

潤圧に達した緩衝材に包まれたオーバーパックが一体となって動いたという実験から
も確認できます。 
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⑦ 沿岸部における影響について 

Ｑ 
輸送面で好ましいとされている沿岸部では、津波の影響を受けるところや地形的に
険しいところ、人口密集地帯など、輸送に適さないところもあるのではないでしょう
か。 

Ａ: 廃棄物の貯蔵場所からの輸送については、海上輸送を想定しており、港湾から処分場ま
では陸上輸送を想定しています。そのため、海岸からの輸送距離は短い方が安全上好ま
しいと考えています。 

もちろん、海岸線からの距離が短い範囲でも、港湾の確保や、輸送道路の確保などが難
しいこともあり得ます。また、逆に、輸送上の制約が大きくない地域も存在する可能性
はあります。 
そのような点については、処分地選定調査を受け入れていただく個別地域毎に具体的
に検討していきます。 

津波の影響については: 
・処分場閉鎖後は、坑道が完全に塞がれますので、地下の処分場には津波の影響は  

及ばないと考えられます。 
・一方で閉鎖前までに設置、使用する施設（特に地上施設）は、個別地域の状況に   

応じて、原子力関連施設と同様の津波対策が必要となります。具体的には、必要に応
じて、標高の高いところに地上施設を設置するなど工学的対策をとることなどを検
討します。 

・なお、船舶で輸送中の場合や接岸中の場合は、沖合まで避難する、港湾が被災する可
能性がある場合は、あらかじめ防波堤などの工学的対策を施す、といった対策を検討
します。 

  

   

津波時の地上施設への浸水防止策 

出典:包括的技術報告書 

https://www.numo.or.jp/technology/technical_report/tr180203.html 

構内搬送を地下化 
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⑧ 海域での処分について 

Ｑ 海域で処分する可能性はあるのでしょうか。 

Ａ: 放射性廃棄物の海洋への投棄についてはロンドン条約により禁止されていますが、陸
域から海底に向かってアクセス斜坑を延ばし地下施設を作ることで、沿岸海底下も処
分地として選択肢の一つとなり得る可能性もあります。 

沿岸部は概して地形の起伏の影響が小さいので、海底下では一般的には水が動きづら
いことから、地下水の流れが極めて小さいといった⾧所があるため、沿岸海底下での
処分も視野に入れています。 
 
海域を含めた沿岸部において地層処分を実現するために必要な技術は概ね整備されて
いますが、塩水環境下における各種データの拡充といった技術の高度化と信頼性の向
上に取り組むとともに、実際に処分地を選定する際には、科学的特性マップに掲載さ
れていない火山・断層の影響も含めて綿密に調査します。 

 
 
沿岸部の特性や技術対応可能性 
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⑨ 不測の事態について 

Ｑ 万が一、不測の事態があった場合はどうするのでしょうか。 

Ａ: 処分事業における一義的責任は事業実施主体であるＮＵＭＯが負います。安全規制への
適合・遵守にとどまることなく、安全性の向上に向けて不断に取り組む責務を有すると
ともに、万が一事故が起きた場合の防護措置などについても国や地方公共団体と連携
しながら対策を講じます。 

また、ＮＵＭＯは、原子力損害賠償制度に基づく賠償責任を負います。ＮＵＭＯが対応
困難となった場合や、ＮＵＭＯが解散した後については、国が必要な措置を講じます。 

    その上で、人為的管理に依らず安全を確保できる状態にすることが地層処分の目標で
す。処分場の隔離性を損なう可能性があるような事象については、段階的な調査の中で
地下深部を詳細に把握し、それを踏まえて処分場所の選定や処分施設の配置などの設
計を行うことにより、その発生可能性を非常に小さくすることができます。また、さら
に遠い将来に不測の事態が生じることを仮定してシミュレーションを行い、⾧期にわ
たる安全性の評価を実施します。これは国際的にも共通した考え方です。 

地下環境については、処分地選定調査時に詳細に調査するだけでなく、処分施設の建設
着工後も、地下環境の状況を随時確かめます。もし、想定以上の地下水の湧水などの事
象があれば、湧水抑制対策や処分施設の設計変更などを行います。 

さらに、建設着工後に、想定していなかった過去のマグマの痕跡や大きな活断層が見つ
かる、あるいは、これまでの安全性の評価結果を覆すような新しい科学的事実が発見さ
れるなどによって、あらゆる対策を施しても安全が確保できないと判断された場合に
ついては、ガラス固化体などの廃棄体を定置する前であれば当該箇所を埋設エリアの
対象から除外し、廃棄体を定置した後であれば廃棄体を回収します。 

全て埋め戻した後も、規制当局が定める方針や地域の皆さまの御意向などを踏まえて、
一定期間はモニタリングを行う計画です。また、処分場閉鎖後でも、掘り返して廃棄体
を回収することは技術的に不可能ではありません。万が一、処分場閉鎖後に不測の事態
が発生し、処分場の安全性に懸念が生じる場合は、影響の度合いと回収の困難性などを
総合的に考慮し、対応策を検討することとなります。 
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処分地選定調査で考慮すべき地質環境 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガラス固化体の回収のイメージ（引き抜きから遮へい容器への格納までの手順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
（a）廃棄体引き抜き → （b）廃棄体の転倒  →（c）遮へい容器への格納 

・文献調査段階から概要調査段階にかけては、広い範囲を調べて、火山や活断層などを避けます。 
・現在の状況や、過去から現在までの活動の傾向を調べて将来を推測します。 
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４.その他 

 
① 科学的特性マップと文献調査の関係について 

Ｑ 
文献調査は科学的特性マップ上、グリーンや濃いグリーンの面積が非常に狭い地域
でも実施することができるのでしょうか。また、シルバーの地域でも実施することが
できるのでしょうか。 

Ａ:  科学的特性マップとは、地層処分に関係する科学的特性を、既存の全国データに基づ
き一定の要件・基準に従って客観的に整理し、全国地図の形にしたものです。その地
域で実際に安全に処分ができるかどうかは、文献調査以降の段階的な処分地選定調査
の中で詳しく調べていきます。 

文献調査は、調査に応募又は国からの申し入れを受諾いただいた市町村を対象に行い
ます。事前に科学的特性マップの作成に用いた最新のデータ等を確認し、好ましい特
性が確認できる可能性が相対的に高い地域が一部でも存在している場合は、文献調査
を実施していく方針です。 

また、将来の掘削可能性の観点で好ましくない特性があると推定されるシルバーの地
域については、「鉱物の存在が確認されていない範囲もあり、調査をすればそうした
範囲が確認できうることに留意する必要がある」とされており、均一に鉱物資源の存
在が確証されているわけではありません。このため、処分地としての適否を判断する
には、文献調査をはじめとする段階的な調査が必要です。 

なお、文献調査では、科学的特性マップで使用した全国データに加えて、地質図等の
地域固有の文献・データを収集し、地域の地質について机上で詳しく調査分析してい
きます。 
 

文献調査実施までの流れ 

出典:原子力発電環境整備機構「地層処分に関する文献調査について」（2023.6） 
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② 社会的側面の考慮について 

Ｑ 処分地の選定には、社会的側面も考慮すべきではないでしょうか。 

Ａ: 地球科学的・技術的な観点から処分地の選定を進め、安全確保を最優先することは当
然ですが、処分に適した場所は国内に広く存在していると考えられ、科学的な「最適
地」というものが存在するわけではありません。社会的側面も勘案し、地域の理解を
得て、総合的に判断していくことが重要と考えます。 
諸外国でも、地域の土地利用の現状や見通し、地域社会に与える影響、地域の方々の
受け止め方など、さまざまな社会的側面を勘案し、総合的に判断していくこととして
います。 

国の審議会※では、①地域における対話の中で早い段階から社会的側面を含めた議論
を行うこと、②必要な土地や輸送に必要なインフラの利用の見通しを得ること、③地
域経済や日々の生活環境に与える影響を住民に伝えること、などが重要との提言をい
ただきました。ＮＵＭＯとして、さまざまな関心に応え、方針や考え方を具体的にお
示しするなど、地域の皆さまや自治体との相互理解を深めていきます。 

※第 29 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会  
放射性廃棄物ワーキンググループ（2016 年 10 月 18 日） 

なお、フィンランドやスウェーデンでは、ＮＵＭＯに相当する事業主体が、地域の社
会経済面に与える影響を調査したり、社会的側面に関する学術的な研究を支援したり
しながら、地域の合意形成に貢献してきました。ＮＵＭＯとしても、そうした調査・
研究を行っていきます。 

＜社会的側面の例（インフラ整備、土地確保）＞ 
・地層処分事業の実現には、①廃棄体輸送のインフラ整備（道路・港）や、②処分場建設

に土地の確保が必要です。 
・ガラス固化体を陸上輸送する車両は、合計で約 150t になるような超重量物ですので、  

通常の一般道路では運べません。セキュリティ上の対応なども考えると、港湾から処分
施設まで、専用道路を敷設することが基本と考えています。 

・海上輸送後の荷揚げのための港も必要です。既存の港を利用するのみならず、新しい港
を建設する可能性も想定しています。 

地域の実情に応じて、インフラ整備などを具体化していきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

専用の輸送容器の例 

出典:（一財）日本原子力文化財団: 

原子力・エネルギー図面集（8-3-2） 

専用の輸送船の例 

出典:PNTL（Pacific Nuclear transport Ltd.） 

http://www.pntl.co.uk/ 
合計約 150ｔ 
ガラス固化体:約 0.5ｔ×28 本 
容器:約 100ｔ、車両:約 34ｔ 

専用の輸送車両の例 

出典:原燃輸送株式会社 HP 
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③ 先行する北欧の地層処分事業について 

Ｑ なぜ、フィンランドやスウェーデンは事業が進んでいるのでしょうか。 

Ａ: 地層処分事業を進める各国とも 1970 年代頃から、⾧年にわたって研究開発や処分地 
選定などを行っていますが、必ずしも順調に進んでいるわけではありません。 

 
こうした中、フィンランドやスウェーデンが先行しているのは、処分事業の実施主体
が、地層処分に適した環境であるか、工学的に対応可能であるかなどについて、綿密
な調査を段階的に実施してきたことはもちろんのこと、地層処分の安全性について 
信頼を高めていただけるよう、実施主体が国民や自治体にさまざまな検討材料の提供
や、住民同士が情報共有や意見交換を行っていただける場を積極的に設けるなど、 
⾧い時間をかけて丁寧な対話活動に取り組まれてきたことが挙げられます。 
 
こうした取り組みに学び、まずは地層処分について関心や理解を深めていただけるよ
う、全国的な対話活動を丁寧に実施していきます。 

 
 
各国における対話活動の知見の共有 
 各国の政府代表が参加する国際会合で、対話活動における知見や経験を共有。 
 最終処分国際ラウンドテーブル 

・第 1 回:2019 年 10 月 14 日（パリ） 
 第 2 回:2020 年 2 月 7 日（パリ） 
・スウェーデン、フィンランド、フランス、ベルギー、スイス、英

国、米国、カナダ、韓国、日本など主要な原子力利用国の政府や
実施主体、国際機関が参加（OECD/NEA、経済産業省、米国エネ
ルギー省が共催） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 透明性があり、誠実で、開かれたプロセスを確保すること 
② 他国でも同様の課題に向き合っていることを示しながら、ステークホルダーとの

信頼を築くための努力を続けること 
③ 安全性や技術について一般の方に分かりやすく伝えること 
④ ⾧期プロジェクトであるがゆえに、ステークホルダー、実施機関、規制機関の間

でパートナーシップを構築し、維持し、必要に応じて見直すこと 等 
 

国際会合で確認されたポイント 
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フィンランドの事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2026 年版」 
 
 
 
 
海外における高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の進捗状況 
 
 
 
 
 
 

 

  

各国の進捗をわが国の地層処分事業段階に相当する位置で示しています。段階の構成・順序は各国で異なります。 
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諸外国の比較 
 

 
 

出典:資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2026 年版」を基に一部追記 
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④ 風評被害について 

Ｑ 風評被害が広がらないような対策が必要ではないでしょうか。 

Ａ: 本来、地層処分を適切に行えば、放射性物質により地域の自然環境や農水産品等が    
汚染されることはありません。また、廃棄体は起爆性もないものですから、施設の周
辺の方々が緊急避難しなければならないような事態も想定されません。 
 
処分地選定に向けた調査期間中は、放射性廃棄物は一切持ち込みません。つまり、文
献調査を開始しても、地域の環境に物理的な影響を与えることはありません。 
 
文献調査を実施中の北海道寿都町および神恵内村について、調査開始後約 1 年半の時
点での北海道議会産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会での北海道庁の答弁
によれば、具体的な風評被害の声は寄せられておらず、北海道庁はそういった相談や
申出を受けていないとのことです。 
 
風評被害を防ぐためには、事業を受け入れていただく地域だけではなく、その他の地
域の方々（消費者や観光客の皆さま）にもこうした正確な情報が伝わることが重要で
す。大都市等を含めて、一人でも多くの方に地層処分の仕組みや安全確保策について
理解を深めていただけるよう、わかりやすい情報提供と全国的な対話活動を進めてい
きます。 
 
将来的には、受け入れていただける地域のニーズを踏まえて、例えば地域の農産品や
観光資源を消費者にＰＲする取り組みや、他地域の人との交流を拡げてそうした地域
資源に触れていただく機会を増やすなど、風評被害等のマイナス影響を予防する取り
組みも検討していきたいと考えています。 
 
なお、既に処分場所が決まったフィンランドやスウェーデンにおいては、自治体と実
施主体等との対話活動を通じて、観光業や農業への風評被害や住宅価格低下の可能性
等についても調査分析が実施されましたが、マイナスの影響は確認されませんでし
た。また、スウェーデンの受入自治体の前市⾧からは、「ゴミ捨て場ではなく、ハイ
テク技術が集まる工業地帯になるとの前向きなイメージを市民と共有できたことが、 
地元受け入れの判断につながった」と伺っています。 
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令和４年第７回北海道議会産炭地域振興・エネルギー調査特別委員会会議録(抜粋) 
令和４年６月８日 
Q．笠井委員 
文献調査の議論が巻き起こった当時、当初大変懸念があったと言われています風評被害の
問題について伺いたいのですが、実際にこれまでの間に、そういった問題があったのかど
うか、御見解と言いますか、状況を伺います。 
 
A．北海道庁 環境・エネルギー課エネルギー政策担当課⾧ 
風評被害についてでございますが、道では、文献調査の受入れや応募が検討された当初
に、１次産業への影響など、風評被害に対する懸念の声をお聞きしておりましたが、調査
開始後、寿都町及び神恵内村においては、これまでのところ、具体的な風評被害の声は寄
せられていないと伺っており、道におきましても、そうした相談や申出は承っておりませ
ん。 
      出典:北海道議会 会議録検索システム 委員会会議録の閲覧 

    令和 4 年第 7 回産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会会議録 06 月 08 日-01 号 

 
 
フィンランドの社会経済影響調査について 
・事業主体であるポシヴァ社は、1999 年に作成した環境影響評価報告書において、  

当時候補になっていた４つの自治体について、処分場立地が社会経済面に及ぼす影響の
評価を行いました。 

・その結果、どの自治体においても、農業・観光業・不動産価値に対して、特にマイナス
の影響が出ることはないと評価され、むしろ雇用創出や人口増加などの経済効果が生じ
ると見込まれました。 

 
処分場立地による社会経済面への影響に関する評価項目 

出典:資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2026 年版」 

 
 

ＮＵＭＯとして実施する社会経済影響調査 
・国の基本方針において、ＮＵＭＯは、「最終処分事業が地域の経済社会に及ぼす影響に

ついて、関係住民の関心を踏まえつつ、調査を行うものとする」こととしています。 
・各段階の調査では、地域の安全を第一に、安全確保に関する技術的な事項からしっかり
と検討を行うとともに、地域との共生などの社会的な事項からも検討を行い、総合的に
御判断いただけるように進めていきます。 
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⑤ 北海道の状況について 

Ｑ 
北海道の寿都町と神恵内村で行われた文献調査報告書が公表されましたが、文献調
査開始以降周辺の自治体で持ち込み拒否条例が制定されるなど、地域の反対や不安
の声は収まっていないのではないでしょうか。 

Ａ:2020 年 11 月から寿都町
すっつちょう

と神恵内村
か も え な い む ら

において文献調査を実施し、2024 年 11 月には
文献調査報告書を公表しました。最終処分の処分地選定プロセスは、地域の御理解な
くしては進めることができないものであり両町村に設置された「対話の場」などを通
じて、地域の方々に安全性や技術について知っていただき、議論を深めていただける
よう対話活動に取り組んできました。 

他方で、この事業については、不安や懸念など、さまざまな御意見があるのも事実で
す。寿都町や神恵内村の周辺の自治体などにおいて、その自治体への放射性廃棄物の
持ち込みの拒否を掲げる条例の制定などの動きは、そうした意思表明のひとつと考え
ています。 

しかしながら、文献調査については、以下について広く知っていただくことが重要と
考えています。 

①調査に応募又は国からの申し入れを受諾いただいた市町村以外の自治体で処分地選
定調査を一方的に実施することはありません。 

②処分地選定プロセスにおいては、最終処分法に基づき、段階的に処分地選定調査を
実施し、調査段階ごとに次の調査に進む際は地域の意見を聴き、意見に反しては先
へ進みません。施設建設選定までの 20 年程度の全調査期間において、放射性廃棄
物を持ち込むことは一切ありません。 

③処分地選定プロセスのうち、最初の調査である文献調査は、事業に関心を示してい
ただいた市町村の地質に関する、文献やデータを調査分析して情報提供することを
通じて、市町村でこの事業について議論を深めていただくためのものであり、いわ
ば対話活動の一環と考えています。 

④次の調査である概要調査に進む際には、知事と市町村⾧の御意見を聴き、その御意
見に反して先へ進むことはありません。 

文献調査や地層処分事業に関する不安や懸念については、寿都町と神恵内村で設置さ
れた「対話の場」をはじめとした様々な機会を通じて、周辺自治体も含めて、地域の
方々に積極的に情報提供を行っていくとともに、地域の皆さまの御意見を直接お聴き
しながら、丁寧な説明を尽くし、理解が深まるよう、取り組んでいきます。 
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北海道における特定放射性廃棄物に関する条例 －2000 年 10 月 24 日公布－ 

 北海道は、豊かで優れた自然環境に恵まれた地域であり、この自然の恵みの下に、北国
らしい生活を営み、個性ある文化を育んできた。 

一方、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃
棄物は、⾧期間にわたり人間環境から隔離する必要がある。現時点では、その処分方法の
信頼性向上に積極的に取り組んでいるが、処分方法が十分確立されておらず、その試験研
究の一層の推進が求められており、その処分方法の試験研究を進める必要がある。 

 私たちは、健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境
を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放射性廃棄物の持込
みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する。 
 
附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
 

文献調査報告書案の審議終了に伴う知事コメント 

本日、国の特定放射性廃棄物小委員会が開催され、寿都町と神恵内村の文献調査報告書
案の審議が終了いたしました。 

 北海道では、現在、幌延町において、全国で唯一、深地層研究を受け入れ、国の原子力
政策における具体的な役割を果たしているところであり、また、この研究の受入にあたっ
ては、不安や懸念が道民の間にあった中で、放射性廃棄物を持ち込ませないための担保措
置として、道内に処分場を受け入れる意思がないとの考えに立って条例が制定されていま
す。 

 私としては、この条例制定の趣旨を踏まえ、仮に概要調査に移行しようとする場合には
現時点で反対の意見を述べる考えですが、報告書案では、こうした私の考えや、「対話の
場」における地域のさまざまな意見に関する記載について、新たに盛り込まれたものと承
知しております。 

 私の考えの表明にあたっては、今後、NUMO の報告書が取りまとめられ、必要な国の手
続きが経られた後に、道議会でのご議論はもとより、さまざまな機会を通じて把握した道
民の皆様のご意見も踏まえ、適切に対応したいと考えております。 

 道としては、最終処分の問題は、原発の所在の有無にかかわらず、国民的な議論が必要
な問題であり、文献調査報告書やその説明会を通じて、北海道の状況や地域の様々な意見
を広く全国の皆様に知っていただくとともに、最終処分事業の理解促進がさらに進むこと
を期待しております。 

令和 6 年 8 月 1 日 
北海道知事 鈴木 直道 
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⑥ 交付金について 

Ｑ 
文献調査は現地ではなく机上の調査にも関わらず、なぜ交付金を出すのでしょうか。
また、調査をしている地域が概要調査に進むかどうかに関わらず 20 億円もの交付
金を交付することは税金の無駄ではないでしょうか。 

Ａ:高レベル放射性廃棄物の最終処分は、日本の社会全体で必ず解決しなければならない
重要な課題です。文献調査自体は、ボーリング等の現地調査を行わず、資料やデータ
等による机上調査であり、いわば対話活動の一環と考えていますが、それでも文献調
査を実施する地域に様々な御負担をおかけすることになることも事実です。 

電源立地地域対策交付金制度は、国として、立地地域の地元の皆さまに敬意と感謝を
示し、地域の発展と住民の福祉の向上を図るため、全面的にサポートさせていただく
ものであり、文献調査を受け入れて、国の課題解決に多大な貢献をいただく地域が仮
に何らかの風評対策が必要になった場合の活用※も含め、しっかりと支援させていた
だくことは当然のことと考えています。 

仮に、文献調査実施地域が次の概要調査に進まなかった場合でも、文献調査で得られ
た技術的ノウハウや対話活動で得られた経験は、他地域での文献調査にも活用するこ
とができるため、文献調査を実施する意義はあるものと考えています。このため、   
交付金は税金の無駄になるとは考えておらず、また返還を求めることも想定していま
せん。 

 
 
   ※交付金の活用メニュー例 
   １）特産品の販売促進、開発支援（地場産業振興支援） 
   ２）観光ＰＲ、イメージアップ戦略策定（地域資源利用魅力向上） 
   ３）環境保全ＰＲ、動植物保護（環境維持・保全・向上） 
   ４）港湾、空港等の施設の利用促進活動（生活利便性向上） 
   ５）災害からの住民の安全確保（振興計画作成、地域活性化措置） 等 
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⑦ 対話活動について 

Ｑ 

青森県とは最終処分地にしない約束があり、沖縄県のように原子力発電による電気
が供給されていない地域もあります。また、科学的特性マップ上好ましい特性がある
と推定される場所（グリーン等）が存在しない地域や、放射性廃棄物の持ち込みを拒
否する条例のある地域もあります。 
そうした地域でも説明会は開催されるのでしょうか。 

Ａ:半世紀以上にわたって原子力を利用し、使用済燃料が既に存在している以上、放射性
廃棄物の最終処分は、原子力発電の賛否に関わらず、将来に先送りすることなく、 
日本の社会全体で必ず解決しなければならない重要な課題です。 

このため、受入地域に対する敬意や感謝の念を持つことが必要であるとの認識が広く
全国の皆さまに共有されることが重要です。 

このような考え方から、全国のできるだけ多くの地域で処分事業に関心を持っていた
だけるよう、また、文献調査をはじめとする処分地選定調査を実施する地域に対する
風評被害を防ぐためにも、一人でも多くの方に地層処分の仕組み等について理解を深
めていただき、正確な情報が伝わることが重要と考え、処分場等を受け入れる、受け
入れないに関わらず、全国的な対話活動を進めていきます。 

なお、現在、海外での再処理に伴い生じたガラス固化体は、青森県六ヶ所村の高レベ
ル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおいて、30～50 年間を管理期間とした上で、 
管理されているところです。最終処分の実現に向けて、まずは広く国民理解を深めて
いくことが重要であり、性急にことを進めるのではなく、地道な対話活動を積み重ね
ていくことが結果的には最終処分の実現へとつながるものと考えます。 

 
 
青森県との約束・協定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（平成 6 年 12 月、平成 18 年 3 月一部変更）－抜粋－ 


